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当
協
会
で
は
職
場
環
境
改
善
の
た
め
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー（
専
門
家
）を
各
地
方
公
共
団
体
に
派
遣
し
て
お
り
、職
場
巡
視
等
を

行
う「
職
場
環
境
改
善
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣
事
業
」、公
務
災
害
に
対
す
る
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
う「
公
務
災
害
防
止
対
策
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
派
遣
事
業
」、作
業
環
境
測
定
士
を
派
遣
す
る「
作
業
環
境
測
定
士
派
遣
事
業
」の
３
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
今
回

は
、こ
の
中
か
ら「
作
業
環
境
測
定
士
派
遣
事
業
」に
つ
い
て
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

作
業
環
境
測
定
士
派
遣
事
業

　
作
業
環
境
測
定
と
は
、
作
業
環
境
の
実
態

を
把
握
す
る
た
め
、
空
気
環
境
そ
の
他
の
作

業
環
境
に
つ
い
て
、
測
定
計
画
を
立
て
、
採

取
作
業
及
び
分
析
作
業
等
を
行
う
こ
と
を
い

い
ま
す（
職
場
の
有
害
因
子
を
測
定
し
て
、

職
員
へ
の
影
響
を
把
握
す
る
も
の
で
す
）。

　
当
協
会
で
は
、
職
場
の
安
全
と
職
員
の
健

康
を
守
る
た
め
、「
気
温・湿
度
」、「
騒
音
」、

「
照
度
」、「
化
学
物
質
の
空
気
中
濃
度
」な
ど

を
測
定
す
る
作
業
環
境
測
定
士
を
、
地
方
公

共
団
体（
都
道
府
県
・
市
町
村
・
一
部
事
務
組

合
）に
派
遣
し
て
作
業
環
境
を
測
定
し
、
結

果
を
報
告
す
る
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

併
せ
て
、
測
定
結
果
に
基
づ
く
研
修
や
改
善

策
な
ど
の
ア
ド
バ
イ
ス（
事
務
所
環
境
、
情

報
機
器
作
業
環
境
、
騒
音
対
策
、
熱
中
症
対

策
等
）を
実
施
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
測

定
し
た
結
果
は
、
作
業
環
境
測
定
結
果
報
告

書（
証
明
書
）と
し
て
お
送
り
し
ま
す（
当
協

会
Ｈ
Ｐ
に
報
告
書
様
式
を
掲
載
し
て
い
ま
す

の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
）。

　
１ 

対
象
事
業
場

　

地
方
公
共
団
体
の
事
業
場（
地
方
公
務
員

災
害
補
償
法
が
適
用
と
な
る
職
員
が
常
時
勤

務
し
て
い
る
事
業
所
で
あ
れ
ば
、
業
種
は
問

い
ま
せ
ん
）

対
象
業
種
の
例（
測
定
項
目
例
）

◦
事
務（
事
務
所
環
境
、
情
報
機
器
作
業
環

境
）

◦
上
下
水
道（
水
質
検
査
等
で
使
用
す
る
有

機
溶
剤
、特
定
化
学
物
質
な
ど
）

◦
土
木
現
場（
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
、騒
音
な
ど
）

◦
試
験
研
究
機
関（
有
機
溶
剤
、
特
定
化
学

物
質
、騒
音
な
ど
）

◦
病
院（
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
、キ
シ
レ
ン
、

エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
な
ど
）

◦
清
掃（
騒
音
、金
属・粉
じ
ん
な
ど
）

◦
消
防（
有
機
溶
剤
、騒
音
な
ど
）

　

２ 

事
業
内
容（
プ
ラ
ン
と
注
意
事
項
）

　
Ａ
プ
ラ
ン（
測
定
の
み
）、
Ｂ
プ
ラ
ン（
測

定
＋
研
修
）が
あ
り
ま
す
。
プ
ラ
ン
は
団
体

の
ご
要
望
に
応
じ
ま
す
。
な
お
、
研
修
テ
ー

マ
に
つ
い
て
は
、
次
に
記
載
の
内
容
か
ら
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
事
務
所
環
境
に
つ
い
て

◦
情
報
機
器
作
業
に
つ
い
て　

◦
作
業
環
境
測
定
結
果
の
評
価
と
事
後
措
置

に
つ
い
て

◦
局
所
排
気
装
置
に
つ
い
て　

◦
保
護
具
の
使
い
方
に
つ
い
て

◦
簡
易
測
定
器
を
用
い
た
環
境
評
価
に
つ
い

て
◦
化
学
物
質
の
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
つ

い
て

◦
騒
音
対
策
に
つ
い
て

◦
熱
中
症
対
策
に
つ
い
て

◦
そ
の
他

　
（
注
）本
事
業
に
よ
る
作
業
環
境
測
定
を
地

方
公
共
団
体
に
お
け
る
法
定
の
作
業
環
境
測

定
と
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
作
業
環

境
測
定
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
の
職

場
環
境
を
具
体
的
な
数
値
で
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
事
業
の
詳
細
は
当
協
会
H
P

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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◦
派
遣
に
係
る
費
用（
測
定
料
等
）は
当
協
会

が
負
担
い
た
し
ま
す
。
た
だ
し
、
当
協
会

基
準
の
範
囲
内
で
測
定
内
容
を
調
整
さ
せ

て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◦
お
申
し
込
み
は
１
年
度
１
団
体
に
つ
き
１

プ
ラ
ン
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　

３ 

測
定
事
例
の
ご
紹
介

消
防
関
係
施
設（
有
機
溶
剤
測
定
）Ａ
プ
ラ
ン

（
要
請
内
容
）

　
当
施
設
で
は
消
防
用
自
動
車
や
航
空
機
の

点
検
・
整
備
で
塗
装
作
業
や
脱
脂
作
業
を

行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
使
用
し
て
い
る

有
機
溶
剤
の
濃
度
を
測
定
し
て
も
ら
い
、
職

員
の
健
康
被
害
を
防
止
す
る
た
め
に
も
、
現

在
の
作
業
環
境
が
適
切
で
あ
る
か
確
認
し
た

い
。

（
測
定
内
容
）

　
溶
剤
を
布
に
含
浸
さ
せ
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー

機
体
を
払
拭
す
る
作
業
場
及
び
塗
装
作
業
を

行
う
作
業
場
の
有
機
溶
剤
濃
度
を
ガ
ス
ク
ロ

マ
ト
グ
ラ
フ
分
析
方
法
に
よ
り
測
定
。

（
測
定
結
果
）

　
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
機
体
払
拭
作
業
の
測
定
で

は
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
格
納
庫
内
で
の
有
機
溶

剤
蒸
気
の
分
布
状
況
と
作
業
者
の
行
動
範
囲

を
考
慮
し
、
格
納
庫
内
の
６
地
点
及
び
作
業

時
の
作
業
者
周
辺
で
有
機
溶
剤
濃
度
を
測
定

し
た
。
そ
の
結
果
、第
１
管
理
区
分（
※
）と

な
り
、
作
業
環
境
は
良
好
で
あ
る
と
確
認
さ

れ
た
。

　

ま
た
、
塗
料
の
調
合
、
吹
付
け
塗
装
作
業

の
測
定
で
は
、
塗
装
が
行
わ
れ
て
い
た
工
作

室
内
で
の
有
機
溶
剤
蒸
気
の
分
布
状
況
と
作

業
者
の
行
動
範
囲
を
考
慮
し
、
工
作
室
内
の

６
地
点
及
び
作
業
時
の
作
業
者
周
辺
で
有
機

溶
剤
濃
度
を
測
定
し
た
。
そ
の
結
果
、
第
１

管
理
区
分（
※
）と
な
り
、作
業
環
境
は
良
好

で
あ
る
と
確
認
さ
れ
た
。

　
こ
の
ほ
か
の
要
請
内
容
と
し
て
は
、
食
肉

検
査
施
設
内
で
の
と
畜
解
体
工
程
の
騒
音
が

地方公務員安全衛生推進協会 検索
➡「職場環境改善」
➡「作業環境測定士派遣事業」
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ヘリコプター機体払拭作業の測定

塗装作業の測定

気
に
な
る
た
め
騒
音
の
測
定
を
行
い
、
そ
の

測
定
結
果
に
基
づ
い
た
騒
音
対
策（
保
護
具

の
使
用
方
法
）に
つ
い
て
の
研
修
を
開
催
し

て
ほ
し
い
と
の
要
請
や
、
斎
場
内
で
、
粉
じ

ん・空
気
の
よ
ど
み・急
激
な
温
度
の
変
化
が

あ
り
、
職
員
の
健
康
へ
の
影
響
が
気
に
な
る

た
め
測
定
し
て
ほ
し
い
な
ど
の
要
望
が
あ
り
、

こ
れ
ら
の
事
業
場
に
対
し
、
作
業
環
境
測
定

士
を
派
遣
し
測
定
を
行
い
ま
し
た
。

　
今
回
ご
紹
介
し
た
内
容
の
ほ
か
、
情
報
機

器
作
業
の
環
境
測
定
な
ど
も
実
施
し
て
お
り

ま
す
の
で
、
ま
ず
は
ご
相
談
い
た
だ
き
、
当

事
業
の
活
用
を
ご
検
討
く
だ
さ
い
。
詳
細
は
、

当
協
会
Ｈ
Ｐ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※管理区分
第１管理区分 有害物質が取り扱われているが、作業環境は良好で

あり、この状態の継続的維持管理が望まれる作業環
境

第２管理区分 第１及び第３管理区分の中間に位置し、なお一層の
環境改善の努力を必要とする作業環境

第３管理区分 環境改善が厳しく要求される作業環境

測定器機
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